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新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見えない中、令和３年１月に入り政

府により全国１１都府県を対象に緊急事態宣言が発令されるなど、社会不安と

共に地域経済社会への影響は極めて深刻な状況が続いております。青森県内に

おいても飲食店や学校等でのクラスター感染が発生する事例も増えております。 

 このような中、地域の中小企業・小規模事業者においては、様々な活動自粛等

により先行きが見えない不安が根強く、地域の事業者から多くの悲鳴が上がっ

ております。 

昨年９月に会員企業を対象に実施した「新型コロナウイルス感染症に伴う影

響調査」では、全体の８１．２％の事業者が売上減少の影響があり、今後令和３

年２月頃までの期間でも８５．７％の事業者が影響を受けると見ています。その

中でも特に５０％以上売上が減少している飲食業は３６．４％であり、飲食店に

加え、観光・宿泊業、運輸業が特に大きな影響を受けているということがわかり

ました。 

また、９月調査において影響を受けたと回答した事業者を対象に実施した「年

末年始における影響調査」では、１２月期においては、飲食業ではすべての企業

が売上が減少したと答え、観光・宿泊業の４０％が９０％以上売上が減少したと

答えました。１月期も同様に影響が続くと見ていることから資金繰り等に苦慮

する事業者が増えると予想されます。 

この難局を乗り越えるには、正に官民一体となって取り組むことが必要であ

り、地域経済団体である商工会議所としても、引き続き市と緊密に連携し、地域

の事業者に寄り添い全力で支援してまいる所存です。 

以上のことから、先般、当商工会議所の各委員会、部会において、「事業者が

困っていることは何か、求められている支援は何か」、調査結果も踏まえ必要と

している支援策について議論し、今は何よりも、感染拡大の影響により売上減少

している事業者への資金支援や感染拡大防止のための設備等の購入をはじめと

する費用助成、消費喚起を目的とした事業、事業所内で感染者等が発生した際に

おいてもさまざまな支援が必要であるという結論となりました。 

また、日々感染拡大の状況は変化しており、その中で事業者はさらに影響を受

けたり新たな対応を求められたりするなど、事業者に必要な支援の内容も変化

し、さらに強化が必要となる場合もあります。このことからもその時の状況に応

じて必要な支援が十分になされるよう柔軟かつ迅速に対応できる体制の整備、

さらには、事業者の影響の度合いに応じた給付内容の設定や支援が必要な事業

者にしっかりと手当てがなされるような施策を講じていただくよう強くお願い

するものであります。 

以上のことから市民や地域の事業者に対する必要な支援・対応策として次の

ことについて緊急要望いたします。 



記 

【資金支援に関する項目】 

 １．事業継続支援金の再給付 

 県内で発生した飲食店クラスターによる風評被害や全国的な感染拡大の影響により売上が減

少した事業者に対する資金支援 

 

２．コロナ禍収束までの一時的な生活保障 

 特別定額給付金支給後、他の市町村で実施しているように商品券を支給するなど一時的な生

活保障として支援（例：プレミアム商品券発行事業を実施した際に市民に一律に支給する） 

 

【費用助成に関する項目】 

 ３．感染防止のための設備等の購入に対する補助 

 新型コロナウイルス感染防止のため新しい生活様式に対応した設備等の導入に要した経費及

び今後の導入に要する経費の一部補助 

 

４．マル経融資利子補給制度の継続 

 

５．地域家賃支援給付金による支援の継続 

 

６．テレワーク導入にかかる費用補助 

 テレワーク導入のためのアドバイザー等専門家派遣に係る費用並びに機器等の購入費用に対

する補助 

 

７．消費税分割納税を余儀なくされた場合に生じる延滞税の補てん支援 

 国による消費税の納期限猶予に伴う延滞税免除の特例措置が令和３年２月１日で終了するた

め、その後に到来する延滞税の補てん支援 

 

８．五所川原市空き店舗対策家賃補助事業補助金の対象拡大並びに支援拡充 

 空き店舗の賃貸借契約を締結した後での申請を認める、対象業種にバー、スナック等を含め

る、賃借されていない期間が１か月未満又はゼロ日の場合も認めるなどの要件緩和、さらに、リ

フォーム費用に対する一部補助を追加するなどの支援拡充 

 

【消費喚起に関する項目】 

 ９．プレミアム商品券発行事業による消費喚起支援 

 昨年実施したプレミアム食事券発行事業が好評を得て終了したことから、取扱店を飲食業の

みならず新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける事業者に業種を拡充して実施 

 

10．イベント開催への支援 

やってまれ！ごしょがわら GENKI まつりが好評を得て終了したことから、一定の収束が見

通せた段階における消費喚起となるイベント開催への柔軟な支援 



【感染時等における支援に関する項目】 

 11．新型コロナウイルス検査体制の強化 

PCR検査の無料化又は一部補助、簡易検査キットの無料配布 

 

12．ワクチン接種体制の整備 

 ワクチンが実用化された際に迅速かつ適切に接種を開始することができるよう必要な体制(ワ

クチンの確保、執行体制計画の策定、住民への適切な情報提供・問合せ対応など)の早期整備 

 

13．従業員等が感染又は感染の疑いが生じた際の休業補償 

感染や濃厚接触者と疑われ休業した場合の給与の一部補助 

 

14．感染者や感染者が発生した企業を風評被害から守る風土づくりの醸成 

 感染者や感染者が発生した企業を差別したり、風評による被害を与えたりすることがないよ

う市民意識の醸成のための啓発活動の強化 

 

【軽減措置に関する項目】 

 15．市税の軽減措置 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少した事業者に対して、市民税・国民健

康保険税の納付の猶予及び軽減措置 

 

【その他の項目】 

 16．各種支援金等の申請手続きの簡素化 

新型コロナウイルス感染症関連の既存の支援事業及び今後創設される各種支援金等が迅速に

給付されるための申請手続きの簡素化 

 

17．放課後児童クラブの環境改善 

放課後児童クラブでは、利用希望者が多く、施設内の過密化による感染拡大を懸念し利用をた

めらう状況にあることから、安心して子供を預けられるような施設環境の改善強化 

  

18．教育現場における感染防止対策の強化 

 県内の教育現場において、感染者や感染クラスターが発生している状況であるため、児童、

生徒が安心して登校できるような施設環境の改善並びに感染防止対策の強化 

 

 

令和３年１月２５日 
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